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環境対応と経営との融合を
積極的に実践していきます。
ダイキン工業株式会社

代表取締役社長　北井啓之氏

当社はいくつか事業を行っていますが、一番大きい

のは空調事業、二つ目がフッ素化学事業で、この二つを

合わせますと、当社の売上高構成の9割に達します。

現在日本で使われている空調機の大多数は動力源

を電力としており、かなり電力を消費する商品です。ま

た、現状日本で主力の火力発電は、発電時にCO2を排

出しますので、空調機事業というのは、それをお使い頂

けば頂く程、CO2の排出に結果的に影響する事業なの

だ、という問題意識が根底にあります。

それからフッ素化学事業ですが、地球環境との関わ

りでは、フロンガスが大きい。特に特定フロンが大気圏

に放出された場合、オゾン層の破壊と地球温暖化に、

悪影響を及ぼすと言われています。つまり、当社の事業

構造上圧倒的なウェートを占める二つの事業というの

は、地球環境への影響度の大きい事業だと言えるわけ

です。一方で積極的な対応を取れば、環境問題に大き

な貢献ができるのではないか、という認識で事業運営

にあたっています。

世界に空調機メーカーはたくさんあるのですが、冷媒

ガス、フロンガスを自社で併せて生産しているのは当社

だけです。我々は、空調とフッ素化学の両分野でグロ

ーバルでナンバーワンないしはナンバーツーのメーカー

になるということを、スローガンではなく「FUSION05（オ

ーファイブ）」の中で現実的経営目標として掲げています。

地球環境問題に、積極的に取り組むことなしにはそれ

御社は「空調事業、フッ素化学事業という地球環境に
深く関わる事業を営んでいる」という認識を表明してお
られます。この「本業と地球環境との関係」を、まずご
紹介下さい。

photo：矢木隆一
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が実現できない、一方で、同時に財務体質の強化等も

相まってですが、最終的には世界の一流企業になるん

だ、環境経営度のランキング的に見ても、真に世界的な

一流企業と言われるようにしよう、ということを謳ってい

ます。

環境貢献度のランキングが高い企業と、財務指標的

に見たいわゆる企業力、エクセレントカンパニーのランキ

ングの相関は強い。今や、消費者が持たれる一流企業

というイメージの中で、環境にやさしい商品をつくってい

る、あるいは環境にやさしい生産体制の下でつくってい

るというイメージも、商品自身の一流ブランドイメージと直

結した問題だと考えています。

例えば最新の業務用エアコン「スーパーインバーター

ZEAS」は、同じ冷房能力、暖房能力を発揮するという

前提で、必要とするインプットの電力量は10年前の約

50％、家庭用エアコンの「うるるとさらら」の場合、同じく、

省エネルギー性が60％、と共に半分以下になっていま

す。空調機で「環境対応」という場合、3つの要素があり、

一つは省エネルギー性、二つ目は新冷媒の使用、三つ

目がリサイクル性で、この3つの要素を克服した機械の

ことを、「環境3課題克服機」などと呼んでいます。当社

でもそうした機種を一昨年に投入しています。

一方フロンガスには、CFC、HCFC、最新の新冷媒

HFCという3つの種類があります。一番オゾン層破壊へ

の影響が大きいのがCFCと呼ばれるガスで、現在は当

社は生産を全廃しています。HCFCは、冷媒ガスとして

使われる割合はだんだん減ってきており、これに代わっ

ているのがHFCです。このHFCは温暖化効果は残って

いますが、オゾン破壊係数はゼロです。

ただ、消費者の方から、温暖化効果は残っているで

はないか、オゾン層は破壊しない、温暖化効果もゼロ、

そういう冷媒を使うべきだ、と言われる。今日の技術で

オゾン破壊係数ゼロ、温暖化効果もゼロの冷媒ガス自

体は存在します。しかし、これを使うと、空調機の熱効

率が非常に悪くなってくるのです。つまり、電力多消費

になり、結果としてCO2をたくさん発生してしまう。です

から、技術革新には力を入れながら、その時点で総合

的に見て最大効率のところでやっている、というのが現

実です。

商品をお使いになって廃棄される時のリサイクルも大

事なのですが、その際エネルギーやコストがかかります。

あるいは省エネルギー性がどんどん高まっていくとは言

え、頻繁に新機種に切り替えていくというのは資源多消

費になる。当社では、日本全国24時間365日のサービス

体制を敷いており、せっかくお買い上げ頂いた商品を、

長らくなおかつ快適にお使い頂こう、そのことで地球環

境にも貢献することができるだろう、と考えています。ま

た、ビジネスの側面から申しますと、昔は機械メーカー

にとって「サービスはビジネスにならない」「お客さまから

サービス料を頂戴できない」という状況でしたが、今で

はサービスに対してユーザーさんもその価値を認めら

れ、評価される、それも本当に質の良いサービスを、ク

イックレスポンスでというのが高く評価される時代です。

ですから、故障したからサービスに行くということに

留まらず、例えば当社では、ビル全体の空調機を通信

ネットワークで結び当社のサービスセンターで故障予知

のモニタリングをしています。2時間、3時間後にはこの

コンプレッサーが故障するのではないか、という診断を

して、そういう予知信号が出れば、故障する前に現場

へ出向いて直しています。あるいは、これは限度があ

りますけれども、そういう信号をキャッチすると、双方向

でセンターの方から直したり、省エネルギーという観点

から冷やしすぎている、暖房が強すぎる、従ってエネル

ギーを無駄遣いしているということまで感知して、その

時々の最適な温度条件・湿度条件にセンターからコント

ロールする、ということもやっています。

この4地域の内、日本とアメリカでは空調の方式が違

うため、ほとんど相互乗り入れが進んでいません。欧州

の場合、空調の普及が遅かった上に、家屋が長もちし

ます。従って既設の建物に新たに空調を設置するため、

据え付け性に勝る日本方式のダクトレス空調機が急成

長しています。また欧州の特徴を環境問題ということで

捉えた場合、ユーザーの目も、政府の目も厳しく、リサイ

クルの問題であれ、空調機に使う部材の問題であれ、

様々な法律があります。あるいは冷媒ガスについても、

HFCへの転換が一番早かったのも欧州です。欧州で

は環境に配慮した空調機でないと、受け入れられなく

なっているのです。

中国は毎年7～8％の経済成長をしているといわれ、

世界の工場化しつつあります。また、新しい技術にはか

なり貪欲な国で、現在中国で使われている空調機の冷

媒ガスはHCFCですが、急速にHFCに切り替わってくる

と思います。これから、猛烈な勢いで経済が発展すると

いうことは、エネルギーの消費量が加速度的に増えてい

くということです。そうすると、省エネルギー性などの地

過去のご努力がどの程度環境負荷の低減に結びつい
たのか、商品を例にご紹介頂けますか。

御社は環境対策をグローバルに展開されているわけで
すが、アメリカ、欧州、中国、アジア・オセアニアの4地
域について各々特徴的な課題があればお話し下さい。

環境報告書の中で、「リペア」、保守・修理ということ
を環境対策の脈絡で明確に位置付けられています。
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球環境に対する認識も、急速に進んでいくのではない

か、と見ています。

それから、アジア、アセアン諸国は、宗教も民族も経

済水準も異なり、国別にかなり事情が違います。そうい

った個別の成長過程に合わせた商品を供給していか

ないと、一足飛びに先進国と同じようなものを持ってい

っても、それがその国にとって最適とは限らないという

問題が生じるのです。

このように、地域、国の経済レベル、あるいは環境意

識などを勘案した政策を各国が取っていますので、そ

れに合わせたものを提供していく必要があります。ただ、

当社の場合、経営をグローバル化してきており、今の連

結経営時代にグループとしての基本政策はどこに置くの

か、という問題も出てきます。基本は国々に合わせると

いう部分と、同時に、例えばCO2ならCO2の排出という

面で、グループで総量を極小化していくためには、どこ

の国でどういう施策をとっていくのがグローバルに見て

一番いいのかという部分、つまりサイト別の最適という

面と、グループ最適といった面との接点を探る経営マネ

ジメントを強めていかなければならないと考えています。

冒頭に申しましたように、10年前と比べてエアコンの

消費電力はほぼ半減しました。ではそれで終わりかと

いうと、もっと省エネルギーな製品にしていく、もっとリサ

イクル率の高いハードにしていく、これは永遠の課題で

す。それから二つ目は最先端の冷媒ガスであるHFCを

もってしても、温暖化係数は残っています。今はトータル

に考えてそれが一番いいと思っていますが、最終的に

は自然冷媒の導入が問題になってきます。

三つ目には、ソリューション化という課題があります。

住宅や店舗、ビルや工場の省エネルギーのためのトー

タルマネジメントの分野です。当社の一つの例ですが、

去年開発・事業化した、コンビニパックシステムというの

があります。日本のコンビニエンスストアは、50～60坪の

店舗が多いのですが、そこで冷暖房の需要と冷蔵の需

要と冷凍の需要が別々に存在しています。従って室外

機も3つ必要です。温度領域が全然違うのですが、これ

を1台で処理してしまおう、という取り組みです。実験店

における当社比ですが、電力のランニングコストがほぼ

半減し、店舗の外で相当面積を取っていた室外機の設

置スペースも半分以下になります。さらに、このコンビニ

パックには当社の遠隔故障予知診断サービスも提供さ

せて頂いています。こうした取り組みに分散電源も組み

入れて、店舗以外へも広げていく、そういうことをいか

にスピードを上げてやっていくかが重要です。

単にそれは地球環境にやさしいということだけでな

く、ユーザーさんにとっても、経済的で使いやすく、快

適なシステムであり、一方で我々メーカーにとっては、ハ

ード機器だけを製造し販売しているだけでは、成長発

展に限界があるという時に、トータルで事業化していく

メリットもあるのです。結局、環境対応と言うのはコスト

ファクターだ、というばかりの認識では、追随型の環境

対策にならざるをえない。そうではなく、環境対応は、

一面ビジネスファクターなんだという認識を持って、環境

経営の先進企業であり続けたいと思っています。

【聞き手】三井住友銀行広報部社会環境室長　牧　満

ダイキン工業株式会社

創　　業 1924年（大正13年）
設　　立 1934年（昭和9年）
本　　社 大阪
資 本 金 280億円
従業員数 7,002名

代 表 者 北井啓之
業務内容 空調・冷凍機、油機、特機、化学など

ホームページアドレス
http://www.daikin.co.jp/

会社概要

PROFILE

北井啓之（きたい　ひろゆき）
昭和19年生まれ。兵庫県出身。昭和42年同志社大学経
済学部卒業。同年ダイキン工業株式会社入社。化学事
業部企画部長、総合企画室長などを経て、平成8年取締
役就任。平成14年代表取締役社長兼COOに就任、現在
に至る。

最後に、残された課題、次にチャレンジすべき点など
ありましたら、是非お聞かせ下さい。
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トラックによる排出ガス問題

た環境問題との関わりは少なくなく、

適切な対応が強く要請されている。

政府は、温室効果ガスの6％削減に

向けた100項目を超える施策を盛り込

んだ「改定地球温暖化対策推進大綱」

を決定したが、運輸部門では、約4,600

万トンのCO2を削減することとなってい

る。これは、低公害車の開発・普及や

交通流対策、公共交通機関の利用促

進などによるほか、モーダルシフト・物

二酸化炭素などの温室効果ガスに

よる地球温暖化や、大都市圏での窒素

酸化物、ディーゼル微粒子等による大

気汚染といった環境問題が、大きな社

会問題として認識されてきている。物

流においても、トラックへの依存度が

年々高まっていることもあって、こうし

流効率化等でも約910万トン削減する

考えである。わが国の二酸化炭素排出

量に占める運輸部門の比率は21％程

度で、そのうちトラックの比率は3割弱

と全体のなかではさほど大きなウエイ

トではないが、増加傾向にあることも

あって物流部門での削減の必要性も高

まっているのである。

一方、窒素酸化物（NOx）、浮遊粒

子状物質（SPM）については、ともに大

都市地域を中心に環境基準が達成さ

れておらず、深刻な公害問題を引き起

こしている。これに対応して、ディー

ゼル車の排出ガスに対する規制が強

化され、1992年制定の「自動車NOx法」

に規制物質として粒子状物質（PM）が

加わるとともに、対象地域が拡大され

た「自動車NOx・PM法」が2002年に施

行された。同法では、個別の排出基準

が定められ、これに適合しない車につ

いては、2002年10月以降対策地域内で

新たに車両登録ができなくなったほ

か、使用過程車についても、車種、初

度登録日に応じて定められる猶予期間

を経過した後は、車検の通過を認めな

いこととなった。

また、東京都など1都3県では、2003

年10月以降PM排出基準に適合しない

ディーゼル車の通行を禁止する条例を

すでに制定している。これらの条例で

は、「自動車NOx・PM法」に比較して

トラックによる排出ガス問題

●輸送機関別二酸化炭素排出原単位（1999年度）

物流と環境との関わり
株式会社日通総合研究所 塩畑英成
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猶予期間が7年間と短く、東京都の場

合では国の長期規制値を満たさない

車については、猶予期間経過後は都

の指定するDPFなどのPM除去装置を

装着しないと、都内乗り入れはできな

いことになっている。

トラックによる排出ガス対策の柱の1

つは、発生源であるトラックそのもの

を環境負荷が小さなものに替えていく

ことである。このため、低公害車の開

発・普及が積極的に進められている

が、すでに実用段階にある低公害車

には、圧縮天然ガス（CNG）自動車、電

気自動車、メタノール自動車、ハイブリ

ッド自動車および低燃費かつ低排出ガ

ス認定車があり、開発中の次世代低公

害車としては、大型ディーゼル車代替

としてのジメチルエーテル自動車やス

ーパークリーンディーゼル車、排出ガ

スを全く出さない燃料電池自動車など

がある。

こうした低公害車は、2002年3月末

現在で全国に216万台強導入されてい

るが（二輪車を除く登録自動車の合

計）、そのほとんどは低燃費かつ低排

出ガス認定車で、それ以外ではハイブ

リッド車が7万4千台、CNG車が9千台

程度にすぎず、電気自動車やメタノー

ル車はごくわずかにとどまっている。

今後、量産効果、規制緩和等による価

格の引き下げ、CNGスタンド等燃料ス

タンドの整備や利便性向上などを進め

る必要があろう。

また、環境負荷の小さな自動車の普

及を促進するために、自動車税のグリ

ーン化と低公害車等の取得に係る自動

車取得税の軽減措置が講じられてい

る。このうち、自動車税のグリーン化

は、税制中立を前提に排出ガスおよび

燃費性能に優れた低公害車について

は、排出ガス性能に応じて税率を軽減

し、初度登録から11年を超えるディー

ゼル車や13年を超えるガソリン車に対

しては、税率を重くする特例措置を講

ずるものである。

トラック交通量の抑制策として、都市

内物流においては共同集配が、また地

域間物流においてはモーダルシフトが

中心的な施策として展開されている。

①共同集配

共同集配にはいろいろなタイプがあ

るが、都市の環境問題の改善に資する

視点からは、商店街など一定のエリア

での共同集配が有効である。こうした

事例のうち、東京都中央区日本橋堀留

地区の事業は1972年にスタートしたも

のできわめて古い歴史をもつ（図表1）。

当該地区には、半径500mの地域内に

約600社の繊維問屋や商社が集積して

おり、全国の繊維産地からの供給物流

と東日本一円の小売店に対する納品物

流等が発生し、慢性的に交通渋滞の

状況にあった。このため、共同集配事

業が開始されることになったが、1993

年からは物流業者を2グループに分け

競争原理を導入するなど新体制とな

り、情報ネットワークの強化により荷物

●図表1 一定エリアでの共同集配の事例

物流と環境の未来
環境負荷低減のための企業・行政・地域社会の取り組み

特集

地域

地域内の商店等に対する共同
集配

地域内の高層ビルに対する共同
配送

繊維問屋に対する一括集荷

地域内の商店街に対する共同
集配

トラックターミナルからの特積事
業者による共同配送

地区内の共同集配

東京都中央区
日本橋堀留地区

熊本市市街地区

東京都新宿区
西新宿地区

福岡市天神地区

東京都世田谷・渋谷・
目黒・新宿各地区

埼玉県さいたま市
さいたま新都心地区

概要 事業主体 開始時期

天神地区共同輸送（株）

協同組合新宿摩天楼

日本共同集配（JFT）事務局

東京織物卸商業組合事業企
画室

熊本地区共同輸送（株）

東京路線トラック協議会

さいたま新都心共同輸送（株）

1978年

1992年

1972年

1999年

1996年

2000年

出典：「都市内の物流効率化に向けて」（平成13年3月、（社）全日本トラック協会）

物流における環境対策

自動車単体対策

トラック交通量の抑制策

●図表2 モーダルシフト化率の推移

注：モーダルシフト化率：輸送距離500km以上の産業基礎物質以外の雑貨輸送量
のうち、鉄道または海運（フェリーを含む）により運ばれている輸送量の割合�

出典：国土交通省�
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の個別管理を整え、配送所要時間も

管理できるようになっている。

共同集配により、トラックの積載効率

が向上し、エリア全体でのトラック走

行台数の減少が図れることに加え、配

達回数の増加などによる荷主サービス

の向上や輸送コストの削減も可能にな

る。しかし、個々の荷主企業にとって

は、物流面での独自性が失われること

になり、またトラック運送業者サイドで

も、売上が減少するといった問題があ

ることも事実である。したがって、行

政や物流団体、商店街組合などによる、

関係企業のコンセンサスを得るための

働きかけがきわめて重要となる。

②モーダルシフト

幹線輸送について、トラック輸送か

ら環境負荷の小さな鉄道や内航海運

へ転換させるモーダルシフトの必要性

が、古くから指摘されていた。しかし

ながら、必ずしも目立った進展はみせ

ておらず、モーダルシフト化率（輸送距

離500km以上の雑貨輸送量のうち、鉄

道または海運により運ばれている輸送

量の割合）は、このところ低下気味で

ある（2000年度は38.8％、図表2）。こ

れは、納品の小口化、短納期化、定時

化が進む一方、荷主企業で物流コスト

●図表3 貨物交通円滑化対策の事例

地域

・駐車ベイの設置（4ヶ所12台）
・交通規制（終日駐車禁止）
・音声警報装置（九州初、1995年～）

・車両通行規制
・監視員の配置
・「納品先届出書」提出による長時間駐車車両の管理（1999年～）
・カラーコーンと駐車禁止の表示（2000年～）

・金沢市違法駐車防止条例の制定
・裏通り駐車禁止一部解除
・タクシーベイ・トラックベイの増設

・ポケットローディングの設置（5ヶ所6台分）

・トラックタイムプラン（時間帯による駐車禁止の解除とパーキング
メーターの利用）

・駐車需要軽減対策
・駐車容量拡大対策
・駐車モラルの向上対策
・定期巡回の実施

武蔵野市吉祥寺駅前地区

金沢市片町地区

長崎市中央橋地区

高松市中央通り周辺地区

東京都中央区日本橋
横山町繊維問屋街地区

1994年

1995年

1994年

1997年

1995年

具体的対策 開始時期

注：開始時期は事業化の時期
出典：「都市内の物流効率化に向けて」（平成13年3月、（社）全日本トラック協会）

削減意向が著しく強まっているといっ

た近年の輸送需要の特性からみて、鉄

道や内航海運の供給条件が適合して

いないことなどによるものである。利

用者に対するアンケート調査の結果な

どをみると、具体的には、鉄道では事

故や災害発生時の対応のまずさ、発着

ダイヤの不適切さ、運賃の高さなどが、

また内航海運では発着ダイヤの不適切

さ、運賃の高さやわかりにくさ、一貫

輸送のしにくさなどが、それぞれ問題

点としてあげられている。

大量輸送機関には機動性に欠ける

弱点があるので、荷主ニーズが高度

化・多様化するなかでシェアを拡大し、

2010年までにモーダルシフト化率を

50％に向上させるとの「新総合物流施

策大綱」の目標を達成するのは容易で

はないが、大手家電メーカーなどを中

心に、環境対策の一環としてモーダル

シフトを進めたいとする気運も高まり

つつある。したがって、受け皿となる

キャリアと利用運送業者は、荷主ニー

ズの的確な把握とニーズに対応したサ

ービスの開発および徹底したコストの

削減による魅力ある運賃・料金の提供

が強く要請される。また、国土交通省

では2002年度に幹線物流の環境負荷

低減に向けた実証実験に対する補助

事業をスタートさせているが、モーダ

ルシフトによる環境改善効果を考える

と、行政による支援も従来以上に必要

となろう。

路上駐車を排除するなどして交通流

の円滑化を図り、環境負荷を軽減させ

る取組みが、TDM（交通需要マネジメ

ント）施策の一環などにより実施され

ている。具体的な対策としては、バイ

パスの整備、平面交差の立体交差化、

共同荷捌き場・ローディングベイ・貨物

車専用パーキングメーターの設置とい

った端末物流施設の整備などハード面

の対策と、建物への荷捌き駐車施設の

付置義務化、パーキングメーターの効

果的な運用、路上駐車の取締り強化な

どソフト面の対策がある（図表3）。

このうち、端末物流施設の整備に関

しては、福岡市天神地区の貨物車専用

ローディングベイ・パーキングメーター、

広島市のトラックベイ、長崎市の貨物

車専用ベイ、金沢市の貨物車専用パー

キングメーターなどがすでに設置され

効果をあげている。また、東京都では、

2002年から交通渋滞の解消をめざし

て「スムーズ東京21」を推進している

が、これは、主要路線を対象に荷捌き

用停車区画を整備するほか、交差点の

カラー舗装による駐停車禁止の明確

化、駐車禁止抑止カメラでの警告、荷

捌き用パーキングメーターの運用など

に総合的に取組むものである。

荷捌きの効率化や路上駐車対策に

ついては、東京渋谷地区の端末物流対

策と駐車マネジメントの複合的実験、東

京吉祥寺駅北口周辺における荷捌き駐

車対策のモデル実験、札幌市における

荷捌き効率化実験、町田市における荷

捌き事業に関わる実証実験などが、国

あるいは地方自治体によるTDMの社

会実験やモデル事業としても取組まれ

ている。今後、継続的な取組みとして

定着することが期待されよう。

貨物交通の円滑化対策
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福岡・天神地区での取り組み

循環型社会の構築に向けて、物流

における環境対策が重要性を高めて

いる。わが国の物流体系は、トラック

による輸送が中心的な役割を果たして

おり、特に商業・業務機能が集中する

都市内および末端における物流の大

半はトラックが担っている。環境対策

に関して、トラック輸送業界では、アイ

ドリングストップ運動や低公害車の導

入など、技術的な対応でかなりの成果

をあげている。しかし、都市内では、

多頻度小口配送が増加傾向にある一

方、トラックの荷捌き施設や駐停車可

能なスペースの不足などから、路上駐

停車を余儀なくさせられ、円滑な道路

交通が阻害されるなど、更なる対応が

迫られている。

政府は、「アジア太平洋地域で最も

利便性が高く魅力的なサービスを提供

する」ことを目標に掲げた『総合物流施

策大綱』を2001年7月に見直し、「環境

負荷を低減させる物流体系の構築と循

環型社会への貢献」を謳った『新総合

物流施策大綱』として改めて閣議決定

した。目標年次は2005年とされている。

本稿では、グリーン・ロジスティクス

の鍵を握る「低公害車普及」、「モーダ

ルシフト」などに関する動向の中から、

「共同配送」の現状と課題をみていく。

こと都市内における共同配送が環

境負荷を低減させるのは、トラックの

積載効率や輸送効率を高めることによ

り、都市内への流入車両台数の削減が

見込まれるからである。複数のトラッ

ク運送事業者による共同配送の必要

性は以前より指摘されてきたが、近年

はその意味合いが変化してきている

（図表1）。こうした取り組みのさきがけ

とも言えるのが、九州最大の商業集積

地であり、交通上の一大拠点である福

岡市天神地区での共同配送事業であ

る（図表2）。

天神地区では、1975年頃から地下鉄

や地下商店街の工事によって道路容量

が減少し、慢性的な交通渋滞を引き起

こした。これを契機に1978年、関係事

業者による共同配送業務がスタートす

るが、同地区は都市の再開発に伴い、

一極集中的な九州の一大都市へと発

展、その影響から交通混雑がより深刻

化することとなる。事態を重くみた地

元トラック輸送業界は、県トラック協会

に委員会を設置し、1987年に共同集

配システムとして再発足させた。

しかし、その後も天神地区の交通状

況は悪化する一方で、国などの行政や

商工会議所など幅広い関係団体で組織

した「天神地区物流対策推進協議会」

が設置、関係事業者・地元金融機関な

どによる共同出資会社「天神地区共同

輸送株式会社」が設立された（図表3）。

こうした紆余曲折を経たものの、同

社設立後は、トラック台数やエリア内

走行距離、総駐車回数が減少するなど

●図表1 共同配送の変化

●図表2 天神地区共同集配システム
のサービスイメージ

福岡・天神地区での取り組み

参
加
者

内
　
容

目
　
的

これまでの共同配送 近年の共同配送

●荷主企業では中小企業が中心
●大手物流事業者が多い
●繊維・雑貨・食品・機械等の業種が多い
●異業種間の共同配送が目立つ

●大手荷主企業が取り組んでいる
●中小物流事業者の取り組みもみられる
●医薬品、保冷貨物なども共同配送に参加
●同業種の共同配送が多い

●すべての貨物を共同配送
●近距離地域の共同配送が多い
●保管・配送等トータル物流の共同化が多い

●コスト削減に加え、サービス高度化が必要
●交通渋滞に加え、環境問題への対応が重要
●物流は経営戦略の一翼

●一部の貨物のみを共同配送
●遠距離地域の共同配送が多い
●配送のみの共同化が多い

●コストの削減が目的
●交通渋滞への対応が目的
●物流は商流の補助的役割

出典：日本通運「季刊物流ニュース」

資料：福岡県トラック協会

天神地区共同輸送（株）

天神地区のお客さま

参加事業社

全　国

全国から

集荷渡し

集荷

全国へ

配達依頼

配達

都市型共同配送の現状と課題
編集部

物流と環境の未来
環境負荷低減のための企業・行政・地域社会の取り組み

特集
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（図表4）、都心物流の効率化はもとより、

天神地区の交通混雑の緩和と排ガス

による環境公害防止、公共の福祉の実

現にも寄与している。

天神地区と同様に共同配送を実施

する新会社を設立した例として、さい

たま新都心があげられる。

ここでは、『多極分散型国土形成促

進法』により、多くの国の行政機関の

移転が見込まれていたため、行政、物

流業などを中心に、共同集配送システ

ムについて早くから検討が進められて

おり、1999年に「さいたま新都心共同

輸送株式会社」が設立、2000年3月か

ら共同配送がスタートしている。

このサービスの配達貨物の流れは、

各運送事業者のターミナルから共同集

配送ターミナルに貨物を集約し、ビル

毎・配送先毎に仕分け、低公害車で各

ビルに輸送し、縦持ち専従者がフロア

毎に配達するという仕組みである。時

間指定や祝祭日・土日集配への随時対

応や貨物追跡情報を委託元事業者に

提供するなど、様々な顧客ニーズに対

応するため、最新鋭の情報処理システ

ムを導入している。

しかし、事業モデルとした天神地区

と比べると、まだ街ぐるみの支援を得

られるまでには至っていないようだ。

天神地区では、商工会議所など地域ぐ

るみでバックアップがあり、トラック専

用の駐車スペースの設置など、共同配

送に向けた街づくりが進んでいる。こ

うした公的支援措置に加え、駐停車対

策、低公害車の導入などが相まって、

初めて有効な施策となるのである。

これらの、事業を支援する基盤整備

は、自治体や関係省庁の積極的な取り

組みなくしては実現しないものであ

る。「物流対策は社会的なインフラ整

備の一環として必要不可欠」という意

識が、社会全体で高まることが期待さ

れる。

環境問題に貢献しうる
都市型共同配送

自動車から640億kgの
二酸化炭素の排出

物流の主役は、かつては鉄道であっ

たが、これが自動車輸送にとって代わ

って久しい。戸口から戸口への便利さ、

輸送時間の早さ、ロットの大小に関わ

らず輸送が可能であることなどがその

理由であった。しかし、自動車の持つ

この特長が現在は裏目に出て、環境エ

ネルギー・事故・渋滞のいずれも解決

の難しい問題を引き起こしているのは

●図表3 取り組みの経緯

環境問題に貢献しうる
都市型共同配送

自動車から640億kgの
二酸化炭素の排出

●図表4 共同集配の効果

燃料電池自動車を中心とした
エコカーを巡る行政・市場・技術動向

慶応義塾大学教授清水浩

一方で、事業者間のサービス競争が

激化している中で、競争から協調への

事業者の意識の改革も求められよう。

事業者自身が共同配送を環境問題へ

の対応、ひいては経営戦略の一翼とい

う文脈の中で、有効な施策として検討

していくことが必要である。

また、駐停車対策では、貨物専用パー

キングに自家用車が駐車している実態

が天神地区などでみられ、効果的な利

用の大きな障害になっており、市民一

人一人の行動も問われることとなってく

る。

このように、都市内共同配送が、交

通問題や環境問題に真に寄与していく

ためには、それぞれの立場でのより積

極的な取り組みが不可欠だと言えよう。

一般路線事業者（27社）と共同事業体（作業会社2社）が天神地区（天神1～5丁目、
西中洲地区）を対象に貨物の配達のみを対象とした「共同配送」を発足。その後、
取扱個数の減少等により経営難。

天神地区（天神1～2丁目）を対象地区として既存2社の共同出資による共同事業体
として共同集配システムの再構築事業がスタート。

「天神地区物流対策推進協議会＊」が発足。地区内交通混雑の悪化や集配拠点の
狭隘化、事業の収支悪化等の解決に向けたシステム構築について検討。

天神1～5丁目を対象地区とし、運送事業者36社（全事業者参加）と地元金融機関
4社の共同出資会社として、「天神地区共同輸送株式会社」を設立し、営業開始。

第1回天神地区物流対策駐停車問題対策作業部会

1978年

1987年

1992年

1994年

1995年

＊九州運輸局、九州地方建設局、福岡県、福岡県警察本部、福岡市、福岡商工会議所、天神発展会・都心会、（社）福岡県トラック協会
で構成

出典：国土交通省

＊実施前は1978年、実施後はシステムが再構築された1987年を指す

出典：マクロ集配輸送計画モデルの構築とその「地域型共同集配」評価への適用（東京大学家田教授試算）

トラック台数（日）

総走行距離（km／日）

エリア内走行距離（km／日）

総駐車回数（回／日）

総駐車時間（時間／日）

1回当たり駐車時間（分）

75.0

815.8

104.8

502.0

100.4

12.0

26.0

251.4

17.4

139.0

82.9

35.8

▲65％

▲69％

▲83％

▲72％

▲17％

198％

実施前＊ 実施後＊ 効果
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物流と環境の未来
環境負荷低減のための企業・行政・地域社会の取り組み

特集

水素供給に多々の試行錯誤

バラード社の技術に
ダイムラーが注目

燃料電池は小型でも高効率で
発電が可能

周知のとおりである。

環境問題だけを例にあげても、都市

内大気汚染の主因は自動車によるもの

であるし、騒音問題にも大きく影響を与

えている。そして、地球温暖化の最も代

表的な物質である二酸化炭素発生の

約20％が自動車によるものである。言

い換えると、日本でのガソリンの消費は

約500億リットル、ディーゼル車用の軽

油は約300億リットルであるからこれら

の比重である0.8をかけた、それぞれ

約400億kgと、約240億kgの二酸化炭

素が車から排出されていることになる。

これらの自動車に基づく環境問題解

決のために極めて多くの努力が払われ

ている。自動車会社は新しい技術開発

に必死であり、行政は規制、優遇策、

行政指導等のあらゆる手段で対応し

ようとしている。さらには市場からもそ

の対策を望む声は強い。

これらの中で、今、最も大きな話題

は燃料電池自動車である。ここではこ

の車の可能性を中心に述べることとす

る。現在、車と言えば内燃機関自動車

がほとんどであるが、この車と全く原

理を異にする車として電力駆動の自動

車がある。これは電動モーターを動力

源とする車であるが、その電源として

いくつかの種類が考えられている。ま

ず、代表的なものが繰り返し充電をし

ながら使う電池を搭載した車である。

これが従来から電気自動車と呼ばれ

てきた。しかし、電池には一度に大量

の電力が貯えられないという問題があ

ったために、これに代わる手段として

燃料電池が浮上してきた。

燃料電池は水素をエネルギー源とし

て電力を発生させる装置である。そ

の意味で、正確には電池というより、

発電機というほうが近い。我々は中学

生の頃、水の電気分解ということを習

った。これと逆の原理で水素と酸素を

触媒の上で反応させると水ができ、同

時に電力が発生するというのが基本的

な仕組みである。

燃料電池の電源としての特徴は、そ

の大きさの大小に関わりなく、比較的

高い効率で電力を発生させることがで

きることである。例えば現在の火力発

電所では石油や天然ガスが持つエネ

ルギーを約40%の効率で電力に変える

ことができるが、一基当たり何十万キ

ロワットの大きさとすることで、この効

率が確保できている。しかし、燃料電

池ではわずか数百ワットの出力でも、

この程度の効率が期待できるのだ。

しかし、これを実用に使おうとする

と、価格、信頼性、サイズ当たりの出

力で大きな問題があった。このため、

原理的には古くから知られていたが、

実用的に使われたのはアポロ宇宙船

のような場合に限られていた。ところ

が、ジェフリー・バラードが率いるカナ

ダのバラード社が政府資金をもとに開

発を始めると、10年余りの期間に小型

化が大いに進み、かつ、触媒に必要な

白金の量も大幅に減らすことを可能に

した。さらに寿命も着々と伸ばすこと

に成功した。同社がこのような成果を

あげつつあった1996年、ダイムラー・ベ

ンツ社はバラード社に資本投入をし、

本格的な開発を開始した。このことが

きっかけとなって、世界中で燃料電池

の開発熱が高まり、今日に至っている。

現在、燃料電池そのものの研究を精

力的に行っているのは世界中で3ヵ所

である。1つはバラード社を中心とす

るグループで、ここにはダイムラー・ク

ライスラーと、フォードが資本参加して

いる。そして、ここで開発された燃料

電池が、国内ではホンダ、日産をはじ

めとして世界中の多くの自動車会社に

供給されている。もう一社はアメリカ

のIFC（インターナショナル・フューエ

ル・セル）社である。ここは、エレベー

ターのオーチスや、ヘリコプターのシ

コルスキーなどを持つUT（ユナイテッ

ド・テクノロジー）社の傘下にある燃料

電池開発の専門会社である。同社の

燃料電池は韓国の現代自動車に採用

されている。さらに日本のトヨタ自動車

がもう1つの中核として精力的な研究

開発を続けている。

燃料電池が自動車用に使われると

すると、いくつかの技術的課題がある。

まず、燃料電池そのもので言えば、そ

の寿命と価格である。これらについて

は、今、各社で開発競争が続いている

ところであり、詳細は明らかにされて

いない。このために予測は難しいとこ

ろであるが、特に価格については今後、

相当の努力が必要であることは間違い

がない。

さらに、燃料電池そのものよりも、よ

り重大な課題は水素の供給である。

その方法を巡って、今、多くの技術開

発が行われている。

当面、最も容易とされる方法が高圧

ボンベに貯える方法である。これを車

に積んでここから水素を供給しながら

走る。既に350気圧に耐えるボンベが

開発されており、700気圧への挑戦も

行われている。

第2の方法は、水素吸蔵合金を車に

積み、ここに水素を貯える方法である。

もう1つの有力な方法は改質である。

これはメタノールあるいはガソリンなど

の液体燃料を、触媒を用いて二酸化炭

素と水素に分解し、ここで得られる水

素を用いる方法である。

さらなる方法として、液体水素として

使う方法、ナトリウム系の化学物質に

貯える技術も研究が進められている。

これらの方法のうち、ボンベを積む

方法と水素吸蔵合金を用いる方法、液

バラード社の技術に
ダイムラーが注目

水素供給に多々の試行錯誤

燃料電池は小型でも高効率で
発電が可能

燃料電池が電動駆動の
自動車の電源として浮上
燃料電池が電動駆動の
自動車の電源として浮上
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体水素を用いる方法は水素供給のた

めのスタンドを新たに設ける必要があ

る。改質法は、装置が大きくなり過ぎ

て、当面の実用的利用は難しい。

このように技術的に難しいという条

件はあるものの、燃料電池を実用的に

使うための努力には力が入っている。

日本では経済産業省と国土交通省

が中心になって水素充填スタンドの設

置を始めているほか、研究開発補助金

も大量に投入されている。例えば経

済産業省の次年度予算は燃料電池関

連全体で250億円に及んでいる。

アメリカでは、エネルギー省をはじ

めとする国の機関はもとより、カリフォ

ルニア州を中心とした動きが活発であ

る。同州では、資源大気局（CABB）を

中心に燃料電池パートナーシップとい

う組織を作り、技術開発と普及の活動

を行っている。この組織には自動車会

社、燃料電池開発関連会社、燃料供給

の関連で石油会社等が加わっている。

自動車会社については、ダイムラー・

クライスラーがこの分野に先鞭をつけ

たことは既に述べたが、現在、ほとん

どの自動車会社がこれを車体に搭載

するための開発競争に加わっている。

特に熱心なのはトヨタとホンダである。

両者は2002年の11月に中央官庁に都

合4台の燃料電池自動車を納入したほ

か、ホンダはカリフォルニアで初めて認

証を取ることに成功した。これらの車

は基本的には現在のガソリン車を燃料

電池車に改造した車であり、外から見

ては通常の車と区別がつかない。

これに対して、まだ、コンセプトカー

の段階ではあるが、2003年1月のデト

ロイトモーターショーではGMとトヨタ

からこれを乗せることを前提とした車

が発表された。

写真1はGMから発表されたハイワイ

ヤーと名付けられた車である。これは

床下の約30cmの厚みのところにフレ

ーム構造を設計、燃料電池自動車走行

のための部品すべてを挿入するという

考えである。しかも、ステアリングも電

気信号で制御を行うドライブ・バイ・ワ

イヤーとすることを意図している。ハ

ンドルに相当するものがなく、テレビゲ

ームのコントローラーのような機具で

運転操作をすべて行おうということで

ある。これによって床から上の空間を

自由に利用できることが利点となる。

写真2はトヨタのコンセプトカーであ

る。これは、まだモックアップ（模型）

の段階のようであるので詳細はわから

ないが、車体を流線型として、できる

だけエネルギー消費を抑えるデザイン

としてある。

以上のように、各方面で燃料電池自

動車の普及に向けての動きは継続して

いるが、自動車会社および、これに関

連する分野の専門家の方々の意見を

リチウムイオン電池も急進展

普及は2010年以降か
中央官庁に4台が納入

集約すると、異口同音に、その普及は

2010年から2020年にかけてということ

である。価格、信頼性、水素供給イン

フラを考えると、どうしても、そのくら

い時間がかかるというのが一般的な見

方である。

一方で、電池に関して、従来の鉛電

池とは格段に性能の異なるリチウムイ

オン電池が実用化されている。これは

携帯電話用として年間数億個作られて

いる電池の材料を替え、大型化したも

のである。この電池は、鉛電池に比べ

て一回の充電で走ることができる距離

が3倍程伸びること、出力も3倍程大き

いこと、充放電可能な回数も1,000回程

度あることなど、電気自動車に用いる

には極めて適した電池である。

筆者らは、この電池を用いて写真3

に示すようなKAZという電気自動車を

開発したが、最高速度、加速性能、一

充電走行距離について極めて高い性

能を有しているほか、車内空間の広さ、

旋回時の安定性、悪路での乗り心地の

良さなどでも従来の車をはるかに凌ぐ

利点を持っている。それは電池性能の

良さもさることながら、車体全体に多

くの工夫を凝らしていることによる。

電気自動車は既に過去の技術とい

う声も聞かれるが、新しい電池と新し

い車体概念で、再び、これが見直され

る可能性は少なくないと考えている。

中央官庁に4台が納入
普及は2010年以降か

リチウムイオン電池も急進展

写真1 GMハイワイヤー 写真2 トヨタの燃料電池車のコンセプトカー 写真3 KAZ
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わが国のダイオキシン類の排出規制が

本格化したのは、1990年代の後半に入

ってからだ。国内のダイオキシン類の発

生源の90％はごみ焼却であり、結果ダイ

オキシン対策の主眼は焼却施設の設備

や構造の基準強化に置かれている。

平成12年1月15日に「ダイオキシン類対

策特別措置法」が施行され、焼却能力

50kg/h以上もしくは火床面積0.5m2以

上の焼却炉が規制の対象となった。こ

れによって焼却炉の設置者には、新設

炉の届出、ダイオキシン類の測定、焼却

炉の改善などの義務が課せられるよう

になった（表1）。また、平成14年12月以

降は、既設炉に対しても規制の強化が

実施され（表2）、さらに、同じく平成14

年12月に、平成9年の廃棄物処理法改

正に基づいて焼却炉の構造について

大幅な規制強化が実施された（表3）。

環境省の調査によれば、平成14年12

月現在、市町村の一般廃棄物処理施設

にある焼却炉については、稼働中の

フロントライン

ダイオキシン発生を抑制する小型焼却炉燃焼技術

2,214炉すべてが新基準に対応済とのこ

と。現在休止中の123炉のうち、未対応

の41炉については、28炉が改造工事中、

13炉が廃止の予定となっている。この

数字を前年比で考えると、500炉以上の

減となっており、施設改修や新施設の

建設に要する自治体の負担が相当なも

のだったことが察せられる。

こうした事情は企業にとっても同様

で、規制強化の猶予期間内に、廃止で

きる焼却炉は廃止し、処理業者に産廃

処理を委託するなどの対策を講じてい

る。しかし、とくに製造業などにおいて

は、構内処理を要する廃棄物が存在し、

小型焼却炉の類まで全廃することは困

難だ。また、近年は産廃処理施設の不

足から、処理コストが高騰しており、業

者委託に振り替えた場合のコスト増も

考慮しなければならない。結局、既設

炉を改修するなり、新設炉を設置する

なりの対応を強いられることになる。

新設炉需要の最初のピークは、平成

14年12月の規制強化実施までと見られ

るが、今後も耐用年数を過ぎた既設炉

の更新などにより、まだまだ需要は続く

だろう。では、こうした法規制の強化に

対応するため、実際にはどのような技

術が用いられているのだろうか。

一般的に、焼却炉から出るダイオキシ

ンは、塩素が含まれたごみが200～400

度の比較的低い温度帯で燃焼すること

によって発生すると考えられている。ダ

イオキシンの化学構造を見ると、水素、

酸素、炭素、塩素の4種の元素で構成

されており、初めの3種は燃焼するごみ

一般に含まれているもので、ダイオキシ

ン生成には塩素が重要な役割を果たし

ていると見られる。

ごみ焼却によるダイオキシンの生成

は、800度以上の高温で2秒以上燃焼さ

せることで防止できると考えられている。

また、廃棄物を焼却した燃焼ガスの温

度が200～400度の温度帯まで下がる

と、ダイオキシンが再度生成されるおそ

れがあるため、その温度帯を避けて

官民共に規制対応に奔走

焼却炉からのダイオキシン
発生抑制の一般的なしくみ

届出� 新設炉は、設置の60日前までに都道府県知事に届出が�
必要�

毎年1回以上、排ガス、煤塵及び焼却灰などの�
ダイオキシン類を測定。結果を報告�

ダイオキシン類の濃度が基準値を越えた場合、焼却炉の�
改善が必要�

ダイオキシン類の測定�

焼却炉の改善�

・空気取入口及び煙突の先端以
外に焼却設備内と外気とが接
することなくごみを焼却でき
るものであること。�
�
�
・燃焼に必要な量の空気の通風
が行われるものであること。�

・空気取入口及び煙突の先端以
外に焼却設備内と外気とが接す
ることなく、燃焼室において発生す
るガス（以下燃焼ガスという）の温
度が摂氏800度以上の状態で廃
棄物を焼却できるものであること。�
・燃焼に必要な量の空気の通風が
行われるものであること。�
・外気と遮断された状態で定量ず
つ廃棄物を燃焼室に投入するこ
とができるものであること（ガス化
燃焼法式その他の構造上やむを
得ないと認められる焼却設備の場
合を除く）。�
・燃焼室中の燃焼ガスの温度を測
定するための装置が設けられてい
ること。�
・燃焼ガスの温度を保つために、必
要な助燃装置が設けられているこ
と。�

改正前� 改正後�

●ダイオキシン類対策特別措置法が求める義務（表1） ●焼却炉の規模にかかわらず適用される設備の構造（表3）

●焼却炉のダイオキシン大気排出基準（表2）

焼却能力が4t/h以上

火床面積0.5m2以上
または焼却能力が
50kg/h以上の焼却炉

焼却能力が2t/h以上
4t/h未満

焼却能力が2t/h未満

平成14年11月30日
までの大気排出基準

平成14年12月1日
からの大気排出基準

1m3につき1ng

1m3につき80ng 1m3につき5ng

1m3につき10ng



March. 2003 13SAFE vol.41

200度以下に急冷する必要がある。

一般的な大型焼却炉の構造は、上記

の要件を達成するため、炉内を一次燃

焼室と二次燃焼室に分け、一次燃焼室

から出た燃焼ガスを二次燃焼室の再燃

バーナーで加熱しさらなる高温で燃焼、

排ガスを急冷装置で急冷後、集塵機と

浄化装置で処理している。大型焼却炉

に求められる「1m3につき1ng」の基準

を満たすには、排ガスの浄化プロセス

が重要で、バグフィルターと呼ばれる浄

化装置や金属触媒が用いられる。

金属触媒はほぼ自動車などの排ガス

浄化装置と同様な原理で、バグフィルタ

ーは排ガス中のダイオキシンを、石灰を

混ぜた活性炭素などに吸着させ、特殊

繊維製のメッシュで捕捉するしくみ。

これらの大型焼却炉の場合、連続的

に大量の廃棄物を焼却する必要がある

ため、連続稼働式を採用していること

が多い。これには、点火・消火回数が

少なく、大量の熱量を連続的に得られ、

炉内温度を常に高温に保てるという利

点がある。一般的な構造の焼却炉は、

立ち上げ時に炉壁の耐火材が蓄熱す

るまで十分な高温が得られないという

問題点があり、立ち上げ・停止をくり返

すと十分な抑制効果が得られない。

焼却能力が2t/h未満の、いわゆる小

型焼却炉の場合、焼却量（＝発熱量）が

少なく頻繁に点火・消火をくり返すた

め、ダイオキシン抑制効果は大型炉より

低いと見られている。これらの小型焼却

炉は、企業や一般的な施設などで専ら

用いられており、炉数自体は大型炉より

多い。しかし、廃棄物焼却施設などと

比べれば、問題にならないほど焼却量

が少ないため、大型炉の10倍の基準値

でも現実的には問題がないのだろう。

しかし、大型炉の10倍とはいえ、新基

準値の10ng/m3は従来の8分の1という

シビアなものであり、大型炉に採用され

ているような複雑で高価な装置の導入

が必要となる。バグフィルターや金属触

媒などの浄化装置を小型化して採用し

たものもあるが、装置の大型化や費用

の高騰という問題がある。

しかし、こうした従来方式とはまった

く別のアプローチで、求められる諸条件

をクリアするのが「強旋回流水性ガス化

反応燃焼方式」だ。現在この方式を採

用している実用焼却炉は、有限会社イ

ーテックが開発・製造し、株式会社エイ

ワ・ライジングが販売するトルネード炉だ

けだが、同社代表取締役の大澤博昭氏

は、「トルネード方式独自のメリットが広く

認められれば、飛躍的に普及すると思

います」と自信を持っている。

このトルネード炉には、

・耐火材不要で軽量安価

・1,300度の高温で完全燃焼

・燃焼用補助燃料が少量で済む

など種々のメリットがある。こうしたメリ

ットがどのようなしくみによって得られる

のかを、同社企画開発部長の熊谷俊哉

氏に聞いた。「トルネードは、焼却炉内

で下から上にらせん状の火炎（トルネー

ド）を走らせ、そこに水を吹き付けるこ

とによって焼却物の燃焼を促進するとい

う、一風変わった方式です（図1）。燃焼

空気はブロワによる送風でコントロール

され、従来炉とは逆に、上から下に向

かって吹き付けられます。ダイオキシン

発生を抑制するための十分なガス滞留

時間とガス撹拌が得られ、再燃焼室や

二次バーナーなどの複雑な構造を必要

としません」

また、立ち上げ時に少量の灯油を燃

料として使用する以外は、水以外に補

助燃料の類を必要としない。さらに、ブ

ロワから供給された空気の半分は燃焼

に、半分は炉壁の冷却に用いられ、火

炎は炉の中心で旋回し炉壁に接触しな

いため、焼却炉の外壁を素手で触れる

ほどの冷却効果が得られるという。この

ため、従来炉で必要とされる耐火煉瓦

などの耐火材を必要とせず、軽量かつ

メンテナンスが容易で、素早い立ち上

げが可能となっている。

燃焼の主原理としては「水性ガス化

反応」を応用している。この原理は、高

温水蒸気が炉内に注入されると、火炎

の高熱によってH2Oの解離反応が生じ、

H、O、OHラジカルなどが生成され、燃

焼反応が促進されるというもの。「この

現象自体は、昔から経験的に確かめら

れています。コークス炉などでは、実際

に炉内に水を撒くことで燃焼温度を高

めているのです。この反応の理論的な

説明として考えられているのが水性ガス

化反応で、現在長崎大学において機能

の解明中ですが、これを応用した実験

炉では、所期の効果が測定値として得

られています」（熊谷氏）

現在のところ、強旋回流水性ガス化

反応燃焼方式の実用焼却炉は小型の

もののみだが、原理的には中型や大型

にも応用が可能と見られている。今後

ノウハウを蓄積して中型・大型のトルネ

ード型焼却炉が実用化されれば、わが

国のダイオキシン対策にとって革新的な

役割を果たしていくかもしれない。

革新的な強旋回流水性
ガス化反応燃焼方式

小型焼却炉の問題点

従来型焼却炉�

トルネード炉�

・耐火煉瓦等の炉材が必要�
・燃焼室が2つ必要�
　（一次燃焼室、二次燃焼室）�
送風機�

再燃バーナー�再燃焼室�

焼却炉�
集塵室�

フィルター�

火格子�

廃棄物投入口�

送風機�

送風機�
送水�

可燃廃棄物�
送水�

ら
せ
ん
状
の
火
炎（
ト
ル
ネ
ー
ド
）�

●従来型焼却炉と強旋回流水性ガス化
反応燃焼方式の比較（図1）
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商品が店頭に並ぶまでには、非常に

複雑なサプライチェーンの網が世界中

に張り巡らされている。そのすべての

段階について小売事業者が管理するこ

とはほとんど不可能といってよい。サ

プライチェーン・マネジメントのそうし

た限界を認めながらも、直接の取引先

のさらに先のサプライチェーンについ

ても「できる限りのことをする」という

果敢な姿勢を崩さない企業がある。そ

れがマークス＆スペンサー（Ｍ＆Ｓ）だ。

連載の最終回となる本稿では、数々の

環境レポートから、徹底的な消費者志

向に立ったM&Sのサプライチェーン・

マネジメントを紐解く。

徹底したサプライチェーン･マネジメント

と取組状況の詳細な開示だった。

M&Sは自社ブランドの商品のみを取

り扱う小売業者だ。このことが商品の

起源や生産プロセスについて消費者か

らの信頼を高める大きな理由の一つと

なっている。

M&Sでは取引の開始にあたって、製

品・サービスの納入業者との間で『グロ

ーバル調達原則（Global Sourcing

Principles）2）』に基づく基準づくりを個

別に行っている。業種特性や国ごとの

チェーンに関わる取組みや研究の成果

が数多く掲載されており、興味のある

消費者はそこで実に多くの情報を手に

することができる。その中で紹介され

ている数々の取組みの中から、M&S

が特に力を入れている事例を3つ紹介

することにしよう。

（1）化学物質

M&Sは納入業者についての環境方

針の中で、人体および環境に有害な影

響を与える可能性のある物質の使用

に細心の注意を払う旨を明示してい

る。ある物質が有害であることが科学

的な観点から明らかな場合、あるいは、

消費者など利害関係者がその物質の

不使用を望む場合には、政府による使

用禁止に先立って当該物質の使用を

段階的に廃止するというスタンスだ。

2001年2月、Ｍ＆ＳはＰＶＣの使用を

すべての商品および包装資材について

2002年末までに段階的に廃止する方針

を自主的に打ち出した。この決断につ

いて、「現在および将来の消費者のニ

ーズを再考した結果、ＰＶＣの製造・廃

棄時の汚染リスクは十分に解決し得な

いと判断した」と当時の環境担当マネ

ジャーは語っている。同時に、商品・

包装資材以外のＰＶＣの使用について

も、適当な代替物質が確認され次第、

期限を定めて段階的廃止を行うことを

公式に表明した。

翌年夏に発表された『化学物質計画

の進捗状況（Chemicals Strategy

Progress Update 2002）』によると、包

装資材中のＰＶＣ使用の段階的廃止の

達成度は、食品事業で99.8％、商品事

業では80％であった。サプライチェー

ンのより複雑な商品事業領域での削減

に計画を上回る時間を要しているもの

の、同報告書の中で2003年中のＰＶＣ

使用の完全廃止を目指すとしている。

確かに化学物質の有害性有無の真

相については明らかでないことがほと

んどだ。それでも消費者が懸念を持っ

ている化学物質はＰＶＣだけではない。

消費者の意向に応え未然に人体や環

境への悪影響を防ぐという企業理念を

持つM&Sは、安全性の明確でない化

学物質の使用の低減に積極的に取り

M&Sの環境方針と環境目標は、それ

ぞれ次の3つの章から構成される1）。

1．納入業者（“Our Suppliers”）

2．事業活動（“Our Operations”）

3．顧客（“Our Customers”）

この特徴的な3つの章による構成は、

M&Sのサプライチェーンへのこだわり

を表している。その背景にあるのは、

“究極の顧客主義”だ。英国の消費者

は、特に、商品の原材料が人体や環境

に与える影響について非常に高い関

心を抱いている。「消費者からの信頼

を維持するために消費者のニーズに対

して敏感であること」、「消費者の関心

事項についてコミュニケーションを積極

的にとること」―この二点を忠実に守

った結果、M&Sがたどり着いたのが、

事情などを考慮に入れながら出発地点

となる基準が両者の間で合意される

と、納入業者はその基準を遵守する義

務を負う。これは定期的にモニタリン

グを行い継続的な改善を図って、最終

的には国際的なレベルにまで引き上げ

ていくための仕組みだ。合意された基

準を遵守しない納入業者については、

注文の取り消しや取引の停止を含む厳

しい措置がとられることになっている。

納入業者は、さらにその先の納入業者

に対してこの原則を適用していくことを

指導される。こうした取組みは次に紹

介するような具体的な成果をもたらして

いる。

M&Sのウェブサイトには、サプライ

世 界 の 環 境 報 告 書

株式会社　日本総合研究所　萩原　美穂

顧客志向の
サプライチェーン・マネジメント

企業プロフィール： http://www.marksandspencer.com
イギリスに本拠地を置くマークス＆スペンサー（M&S）は、自社ブランドの衣料品・靴・ギフト商

品・家庭用雑貨・食品などを販売する小売事業者。イギリス国内に300店以上を展開するほか、

約30カ国にフランチャイズ店を持つ。従業員数は英国内で約6万3,000人、海外を合わせると約8

万人に上る。グループ全体の売上高は80億ポンド（約1.5兆円）を超える。

6
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小売業

マークス＆
スペンサー

■
消費者の声に応える

■
人体と環境にやさしい商品を

■
納入業者とともに
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組んでいる。たとえば、消費者が懸念

を示している化学物質について、

M&Sは自社の認識を表1に示す4つの

カテゴリーに分類して消費者に開示し

ている。また、『化学物質計画の進捗

状況』の中で14の化学物質を取り上げ、

具体的な使用状況、対処計画、進捗状

況のそれぞれを消費者に対して公開

している。

（2）残留農薬

英国においても日本同様、食品の安

全性についての消費者の関心はきわめ

て高い。M&Sは、2001年秋に食品の

安全性の観点から果物、野菜、ジャガ

イモについて残留農薬の削減目標を設

定した。農薬の必要最低限の使用を

徹底するために、農作物の納入業者に

対して総合作物管理（Integrated Crop

Management, ICM）という手法に則っ

た詳しいマニュアルを配布。食品技術

担当チームが定期的に世界各地の納

入業者を訪問して監査を行っている。

消費者の問い合わせに応え、M&S

では、残留農薬のモニタリングとその

結果の公開に力を入れている。政府機

関による残留農薬の検査のほか、農作

物生産者ならびに直接取引をする納入

業者に検査を義務付けている。これら

3つの検査に加え、第三者に委託して

毎月107種類の残留農薬について店頭

でのサンプル検査を行っている。その

結果は随時ウェブサイトで一般に公開

されており興味深い3）。

M&Sは、過去６回の英国政府による

検査で基準値を上回る残留農薬が検

出されなかった唯一の大手小売事業者

である。しかし前述の月次レポートに

よれば、自主検査によって法定の基準

値を上回る残留農薬が見つかったケ

ースが過去1年4ヶ月間に3度あったとい

う。こうした場合にも、迅速な対応と誠

実な説明責任を果たすことによって消

費者の信頼をしっかりと維持している

ところにM&Sの実力が表れているとい

えよう。たとえば、昨年11月の店頭サン

プル検査（表2参照）についてレポート

の中では、次のように報告がなされて

いる。

「グアテマラ産の冷凍サヤエンドウ

のサンプルのひとつから法定基準を超

えるレベルのチアベンダゾールの残留が

確認された。この商品を店頭から直ち

に取り除くとともに、社内の技術者が当

該納入業者に対して緻密な調査を行

った。その結果、生産者はチアベンダ

ゾールを使用しておらず、冷凍加工時

に汚染されたものだと判明した。我々

はすでに再発防止のための措置を採

った。」

（3）遺伝子組み換え

1999年、英国では遺伝子組み換え

食品に対する消費者の不安が大きく取

り沙汰された。このことが直接のきっ

かけとなり、「消費者の要望に応え、選

択肢を提供したい」という信念のもと、

M&Sは遺伝子組み換え食品の撤廃を

決断。取り扱う食品に含まれるすべて

の原材料について、“原産地から商品

棚まで”のトレーサビリティーを可能に

するスキームの構築に取り掛かった。

そして2001年1月には、取り扱うすべ

ての農産物が遺伝子組み換えに関係

しないものであることをプレス発表し

ている。

現在、家畜起源の商品についても遺

伝子組み換えの完全排除を達成するた

めに、畜産農家、飼料業者、加工業者

とパートナーシップを組んで家畜飼料

の第三者監査などに取り組んでいる。

牛肉、鶏肉、子羊肉、養殖サーモン、

卵についてはすでに遺伝子組み換え

飼料の撤廃を完了しており、豚肉と牛

乳についても近い将来の達成が見込ま

れている。

経営トップのリーダーシップによりほ

かに類を見ないほどの強力なサプライ

チェーン・マネジメントを実現し、消費

者への情報提供に徹してきたM&S。そ

こにあるのは、「究極の顧客志向」とい

うきわめて明快なメッセージである。環

境報告書が明快な企業メッセージを消

費者に伝えるとき、それは“情報開示”

以上の意味を持つ。M&Sは消費者の

目線でサプライチェーン全体の信頼改

善に挑み、その取組状況を消費者に存

分に提供することで、“消費者に選ばれ

る企業”になったのである。

脚注
1）「納入業者」に関しては、原材料仕入先と製造業者に
分けて環境方針と環境目標を設定している。「事業活
動」とは、主に輸送と店舗･オフィスでの環境影響を
指す。また、「顧客」については、特に包装資材と情
報提供に関して定めている。

2）『グローバル調達原則』は、“現存の最善の方策”に準
拠した基準の採用、継続的改善、情報公開の促進、
モニタリングの実施といった基本原則に則って、環
境・人権・労働条件・商品表示・アセスメントなどに
関する納入業者に対する自主基準を定めている。グ
ループ会社全体で適用される。

3）参照：http://www2.marksandspencer.com/thecom
pany/ourcommitmenttosociety/environment/pesti
cides/pesticides.shtml

■
企業トップから消費者へのメッセージ

例）・農薬60種（果物・野菜生産における使用）�
・アゾ染料21種�
・ＰＣＰ�

例）・臭素化難燃剤�
・ＰＶＣ�
・トリクロサン�
・農薬19種（果物・野菜生産における使用）�

例）・ビスフェノールＡ�
・抗菌剤（トリクロサンを除く）�

例）・溶剤�

使用禁止�

段階的使用廃止�

情報収集段階�

要注意物質（使用継続）�

（出所：“Chemicals Strategy Progress Update 2002,” Marks & Spencer）�

●表2：残留農薬の店頭検査の結果（2002年11月）

●表1：注意を要する化学物質についての認識と立場
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7�
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1�

0�

0�

1

品目（サンプル数）� 残留農薬なし� 基準値以下� 基準値以上�

果物（9）�

有機栽培品（2）�

計（22）�

（出所：“November 2002 Pesticide Testing Results,” Marks & Spencer）�
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環境を考える本環境を考える本�環境を考える本�

ダイオキシン 神話の終焉
シリーズ地球と人間の環境を考える 02
渡辺正　林俊郎　著
日本評論社／価格1,600円（税別）

よく話題になる環境問題を、自然科学の視

点で専門家がわかりやすく解説するシリーズ

の初回配本。環境科学は数学や物理学と比べ

ればはるかに若く、生まれてからまだ半世紀

もたたない発展途上の学問である。ひとつの

問題に複数の解釈が存在し、未解明な事も多

いため、新しい発見がある度に見方が一変し

たりもする。そうした現状を認識し、環境を

本物の「科学」に育てたいという著者の熱意が

ひしひしと伝わってくる意欲的な一冊である。

環境保全と公共政策
岩波講座　環境経済・政策学 第4巻
寺西俊一　石弘光　編
岩波書店／価格3,200円（税別）

この講座は、環境経済学、環境政策学の研

究者を結集し、今後解明されるべき学術的、

社会的課題を提示するとともに、環境に関す

る具体的な問題、政策、理論の間の架け橋と

なる事を目指して企画された。最新刊である

第４巻は、環境保全のための公共政策をどの

ように発展させていくかを、理論的な考察に

始まり、環境税、環境政策とかかわる行政の

構造やシステムのあり方、企業やNGOが果

たすべき役割、環境教育など詳細に考察する。

水田の生物をよみがえらせる
農村のにぎわいはどこへ
下田路子　著
岩波書店／価格2,600円（税別）

田植えの作業を知らない都会の子供たちが

増えている一方で、水田を中心とした日本の

伝統的な農村が多様な生物のすみかであった

ことを認識し、保全が叫ばれるようになって

きた。農家の娘として育ち植物学者となり、

現在、水田やため池の調査、保全にかかわっ

ている著者ならではの視点で、農村の変化を

たどりなおし、農村がいきいきと活動できる

とき、豊かな水田景観は戻ってくると提唱す

る。保全にかかわる人は必読したい。

環境書
1月度売上げベストテン

図解企業のための環境問題
第2版
東洋経済新報社

東京にみる都市化と自然
国立科学博物館

図解よくわかる排出権取引
ビジネス
日刊工業新聞社

極北の動物誌
新潮社

手にとるように
環境問題がわかる本
かんき出版

日本の食糧問題を考える
NTT出版

環境がわかる絵本
山と渓谷社

水をめぐる危険な話
河出書房新社

山の仕事、山の暮らし
つり人社

徹底紹介「環境首都」
フライブルグ
中央法規

ジュンク堂書店（池袋本店）2002年12月25日～2003年1月24日

01地球温暖化、03酸性雨発売中
以後、全6巻刊行予定

第1巻、第2巻、第6巻発売中
以後、全8巻刊行予定

2位の書籍は、国立科学博物館が発行して

いる書籍の一冊で、初めて一般書店で販売

した。オールカラーで一見の価値あり。

ここ数年、ビジネスマンを対象にしたわか

り易い環境本が、常に上位に入っている。

ベストセラー本は世相をあらわすと言われ

るが、環境を抜きにして政治、経済、ビジ

ネスは語れない時代になっていると実感

する。さらに、最近、就職活動のために学

生が環境本を必読するようになってきて

いる。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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ASR（Automobile Shredder

Residue）は、シュレッダーダストと

も呼ばれ、自動車を解体処理する際、

最終的に残る廃車がらのこと。自動

車を解体処理する場合、まず分解し

て、中古部品として使用可能なものや、分別

を要するものを回収し、分解できないものは

シュレッダーで粉砕して、そこからさらに鉄や

アルミを回収する。これらはほぼすべて何ら

かの形でリサイクルされており、自動車のリ

サイクル率は重量ベースで80％にも達する。

しかし、残りの20％、重量にして年間80

万t排出されるASRは、プラスチックや銅、

繊維など雑多な材質の入り混じった廃材で、

リサイクルが困難なことから最終埋立処理さ

れている。自動車のリサイクル率向上の鍵は、

ASRをいかにしてリサイクルするかにあると

いえるだろう。

周知のとおり、耐久消費財の分野では、自

動車はリサイクルの優等生。しかし自動車業

界は、2015年までにリサイクル率をさらに

方向性も、引き続き継続して推進す

る必要があるだろう。

国産自動車の主要な輸出先である

欧米では、リサイクル率の向上自体

にはそれほど関心が払われておら

ず、ASRリサイクルは日本固有の問題といえ

るかもしれない。欧州に目を向ければ、廃自

動車（ELV：End-of Life Vehicles）リサイ

クルについてのEU指令（EU Directives）で

は、むしろ予防原則（Precaut iona ry

P r i n c i p l e ）の観点から、有害物質

（Hazardous Substances）の適正管理に

重きを置いており、拡大生産者責任（EPR：

Extended Producer Responsibility）の概念

が重要視されている。

ELV指令を受けてのEU15カ国の対応は

さまざまで、ドイツは完全に内部化してメー

カーが負担する方式であるが、その他の国で

は、新車購入時にユーザーから費用を徴収し

てファンドを設立するなど、それぞれの国情

に合わせた対応が模索されている。

地球環境問題の大きなテーマで

ある「化石燃料資源の有限性」と

「CO2排出量の増加」への国家的

対応策のひとつとして、再生可能

エネルギーによる電力の導入促進

策がいくつかの国において推進されている。

その内容は、①固定価格買い取り制度②入札

買い取り制度③再生可能エネルギー証書制

度（ RPS： Renewables Portfol io

Standard）の3つに大別される。なかでも、

RPSは「販売割当（quota）」と「証書」の組み

合わせによって、確実性、自由度、コスト削減

効果等の高い制度として期待され、2001年

頃より実施され始めた最新の制度である。

これら導入促進策の最も代表的な事例とし

て、ドイツのエネルギー購入法、そしてその後

継 法 で あ る 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 法

（Renewable Energy Law）がある。これは

再生可能エネルギーによって発電された電力

の買い取りを、電力会社に義務づけた固定価

格買い取り制度のひとつである。発電事業者

ンティブ（incentive）を損なうほか、規

制やNIMBY（Not In My Backyard）

などにより入札されたものの実施効率

が低い（約50％）といった問題が発

生した。その結果、2000年よりRPS

（イギリスではRO：Renewables Obligation

と称す）への移行が進められている。

RPSに関しては、2002年12月に日本で

施行された「電気事業者による新エネルギー

等の利用に関する特別措置法」が注目されて

いる。この制度は、電気事業者に対して一定

割合以上の新エネルギー電気の利用を義務

づけ、その履行に際して、①自ら発電する、

②他から新エネ電気を購入する、③他の電力

会社に義務を肩代わりさせる、の3つから選

択させるものだ。即ち、日本のこの制度は

「証書の市場取引」が実施されないRPSとし

て特殊なものである。また、この制度の実施

にあたって廃プラスチックの焼却を熱源とす

るエネルギーを新エネルギーに含むか否か

で議論がわかれている。

ASR
自動車由来のシュレッダーダスト

RPS
再生可能エネルギー証書制度

にとっては、買い取り価格が保証されるため

投資が増加し、量産効果等によって発電コス

トが低下するというメリットが挙げられる。こ

の制度が導入されて以来、ドイツの風力発電

は大幅に成長し、1997年以降、世界一の風

力発電国となっている。また、再生可能エネ

ルギーの普及によって2001年のCO2排出量

が約3,500万t削減されたという試算もある。

入札買い取り制度の実例としては、イギリ

スのNFFO（Non Fossil Fuel Obligation）

が挙げられる。この制度により、イギリス政府

は一定量の非化石燃料による電力を一括入

札し、価格・総量・契約期間について義務化、

そうして落札したものを地域配電事業者に引

き取るよう命令できる。水力発電に対しては

一定の成果を挙げたが、コスト削減のインセ

95％にまで上げることを自主ガイドライン

で目標としている。加えて、2002年の通常

国会で、自動車リサイクル法が制定された。

本法では、自動車ユーザーから徴収した費用

でASRを引き取り、リサイクルする義務をメ

ーカーに課している。

ASRのリサイクル方法としては、固形燃料

化して熱源として利用するサーマル・リサイク

ル（thermal recycle）がコスト面から有望視

されており、自動車業界や精錬業者を中心に

実証プラントの建設が始まっている。ただし、

法律で定める廃棄物処理の優先順位として

は、マテリアル・リサイクル（material recy-

cle）が上位とされるため、熱回収という処理

法にも限度がある。従来から自動車業界内で

取り組まれてきたマテリアル・リサイクルの

英語英語で考える環境キ環境キーワード�英語で考える環境キーワード�
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循
環
型
地
域
社
会
の
形
成
目
指
し

全
国
の
各
自
治
体
が
独
自
の「
環
境
税
」
導
入
へ

複
数
県
の
連
携
に
よ
る
広
域
産
廃
税
や
全
国
一
律
課
税
の
動
き
も

環
境
最
新
情
報
41

環境最新情報環境最新情報�環境最新情報�

2
0
0
0
年
4
月
の「
地
方
分
権
一
括
法
」施
行
以
来
、
全
国
の

各
地
方
自
治
体
で
、
独
自
の「
環
境
税
」を
導
入
す
る
動
き
が
活
発

化
し
て
い
る
。
地
方
分
権
一
括
法（
正
式
に
は「
地
方
分
権
の
推
進

を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
」）と
は
、
地

方
分
権
を
推
進
す
る
た
め
、
4
7
5
本
の
法
律
改
正
を
一
括
形
式

で
行
う
も
の
。
こ
れ
に
よ
り
地
方
税
制
も
改
正
さ
れ
、
地
方
自
治

体
の
独
自
課
税「
法
定
外
目
的
税
」の
制
定
が
可
能
に
な
っ
た
。

法
定
外
目
的
税
は
、
特
定
の
使
用
目
的
や
事
業
の
経
費
と
す
る

た
め
、
地
方
税
法
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
税
目
を
、
各
地
方
自
治

体
が
条
例
を
定
め
て
設
け
る
。
こ
こ
数
年
全
国
で
導
入
が
相
次
い

で
い
る
自
治
体
独
自
の
環
境
税
は
、
こ
の
法
定
外
目
的
税
に
当
た

る
も
の
だ
。
地
方
分
権
一
括
法
で
は
、
国
と
都
道
府
県
、
市
町
村

を
、
そ
れ
ぞ
れ
対
等
の
行
政
主
体
と
位
置
付
け
て
お
り
、
法
定
外

目
的
税
の
課
税
主
体
も
、
都
道
府
県
や
市
町
村
と
さ
ま
ざ
ま
だ
。

事
実
、
全
国
に
先
駆
け
て
法
定
外
目
的
税
を
導
入
し
た
の
は
、

都
道
府
県
で
は
な
く
、
山
梨
県
河
口
湖
町
、
勝
山
村
、
足
和
田
村

の
1
町
2
村
。
2
0
0
1
年
7
月
よ
り
、
湖
畔
の
環
境
整
備
費
用

を
目
的
と
し
て
釣
り
客
か
ら
1
人
2
0
0
円
を
徴
収
す
る「
遊
漁

税
」
を
導
入
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
様
の
環
境
保
全
目
的
の
法
定

外
目
的
税
と
し
て
は
、
東
京
都
杉
並
区
の「
す
ぎ
な
み
環
境
目
的

税
」が
2
0
0
2
年
3
月
に
可
決
さ
れ
、
2
0
0
3
年
以
降
に
実
施

時
期
が
判
断
さ
れ
る
予
定
。
こ
れ
は「
レ
ジ
袋
税
」と
し
て
話
題
を

呼
ん
だ
も
の
で
、
ス
ー
パ
ー
な
ど
で
買
い
物
客
が
受
け
取
る
い
わ

ゆ
る
レ
ジ
袋
1
枚
に
対
し
5
円
を
課
す
も
の
だ
。

一
方
、
都
道
府
県
と
し
て
全
国
初
の
法
定
外
目
的
税
を
導
入
し

た
の
は
三
重
県
。
2
0
0
2
年
4
月
よ
り「
産
業
廃
棄
物
税
条
例
」

を
施
行
し
、
県
内
で
産
業
廃
棄
物（
以
下「
産
廃
」）を
処
理
す
る
県

内
外
の
排
出
事
業
者
に
直
接
課
税
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
税
収
は
、

産
廃
の
抑
制
や
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
に
向
け
た
研
究
費
な
ど
に
充
て

ら
れ
る
。
岩
手
、
青
森
、
秋
田
の
東
北
3
県
や
、
岡
山
、
広
島
、
鳥

取
の
中
国
地
方
3
県
が
連
携
し
て
導
入
す
る
予
定
の
法
定
外
目
的

税
も
、
産
廃
抑
制
目
的
の
産
廃
税
。
現
在
全
国
各
自
治
体
で
検
討

ま
た
は
採
用
さ
れ
て
い
る
法
定
外
目
的
税
は
、
ほ
と
ん
ど
廃
棄
物

に
関
連
し
て
排
出
事
業
者
に
課
税
す
る「
産
廃
税
型
」だ
。

こ
う
し
た
産
廃
税
型
の
法
定
外
目
的
税
は
、
第
一
に
課
税
に
伴

う
廃
棄
物
抑
制
効
果
を
ね
ら
い
、
同
時
に
税
収
も
廃
棄
物
抑
制
や

処
理
費
用
の
財
源
確
保
に
充
て
る
形
の
も
の
だ
。
国
が
課
税
主
体

と
な
る「
環
境
税
」が
、
環
境
省
、
経
済
産
業
省
と
も
に
、
京
都
議

定
書
の
C
O
2
削
減
目
標（
1
9
9
0
年
比
6
％
削
減
）を
根
拠
と

す
る「
炭
素
税
型
」な
の
に
比
べ
、
地
方
自
治
体
の
場
合
は
産
廃
税

型
が
圧
倒
的
に
多
い
。
国
家
の
枠
組
み
で
課
さ
れ
た
C
O
2
削
減

目
標
に
資
す
る
炭
素
税
型
環
境
税
を
国
が
主
管
す
る
の
は
当
然

だ
。
一
方
、
地
方
自
治
体
の
環
境
税
の
多
く
が
産
廃
税
型
な
の
は
、

処
理
場
問
題
や
越
境
廃
棄
な
ど
、
廃
棄
物
処
理
が
ロ
ー
カ
ル
の
レ

ベ
ル
で
は
最
も
現
実
的
な
環
境
問
題
で
、
財
源
負
担
の
問
題
が
深

刻
化
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。

先
の
東
北
3
県
の
例
で
は
、
産
廃
税
条
例
の
み
な
ら
ず
県
外
産

廃
搬
入
事
前
協
議
条
例
を
セ
ッ
ト
で
施
行
し
、
産
廃
問
題
の
包
括

的
な
解
決
を
目
指
す
。
県
外
産
廃
搬
入
事
前
協
議
条
例
は
、
排
出

業
者
が
県
外
か
ら
産
廃
を
搬
入
す
る
場
合
に
事
前
協
議
を
義
務
付

け
、
産
廃
の
内
容
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
搬
入
量
等
に
応
じ
て

環
境
保
全
協
力
金
を
納
付
さ
せ
る
と
い
う
も
の
。
こ
の
環
境
保
全

協
力
金
は
、
県
外
産
業
廃
棄
物
の
適
正
処
理
の
た
め
に
行
う
監

視
・
指
導
等
の
経
費
に
充
て
ら
れ
る
仕
組
み
だ
。

岡
山
、
広
島
、
鳥
取
の
中
国
地
方
3
県
の
場
合
は
、
搬
入
量
に

応
じ
て
排
出
事
業
者
と
中
間
処
理
業
者
に
課
税
し
、
最
終
処
分
業

者
が
こ
れ
ら
を
徴
収
し
、
県
に
納
入
す
る
方
式
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
東
北
3
県
が
こ
れ
ら
の
条
例
を
採
用
す
る
に
至
っ
た

の
は
、
岩
手
、
青
森
県
境
で
起
き
た
、
国
内
最
大
規
模
の
産
廃
不

法
投
棄
事
件
が
き
っ
か
け
。
こ
れ
ら
の
産
廃
は
、
主
に
首
都
圏
か

ら
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
事
件
後
、
秋
田
を
加
え
た
3
県

が
案
を
持
ち
寄
り
、
3
県
知
事
サ
ミ
ッ
ト
で
条
例
化
に
合
意
。
2

0
0
2
年
末
に
、
各
県
議
会
で
条
例
が
成
立
し
た
。
今
後
国
の
承

認
を
待
ち
、
2
0
0
4
年
1
月
か
ら
課
税
す
る
見
通
し
だ
。

3
県
合
同
で
統
一
の
条
例
を
採
用
し
た
の
は
、
不
法
投
棄
事
件

に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
産
廃
問
題
が
一
定
の
場
の
拡
が
り
を
持
つ

問
題
だ
か
ら
だ
。
県
外
産
廃
の
越
境
廃
棄
の
問
題
を
盛
り
込
ん
で

あ
る
の
は
そ
の
表
れ
で
、
一
市
町
村
や
一
都
道
府
県
だ
け
が
産
廃

税
を
導
入
し
て
も
、
産
廃
税
が
な
か
っ
た
り
税
率
の
低
い
地
域
に

廃
棄
物
が
移
動
す
る
だ
け
で
、
抜
本
的
な
解
決
に
は
結
び
付
き
に

く
い
。
な
る
べ
く
広
域
で
連
携
し
て
導
入
し
、
税
率
も
統
一
す
る

こ
と
が
、
産
廃
抑
制
の
観
点
か
ら
は
望
ま
し
い
。

し
か
し
、
こ
の
考
え
方
を
推
し
進
め
れ
ば
、
自
治
体
が
ど
れ
だ

け
広
域
で
連
携
し
て
も
、
結
局
は
条
例
の
な
い
他
の
地
域
に
問
題

が
移
動
す
る
だ
け
と
も
考
え
ら
れ
る
。
や
は
り
、
国
レ
ベ
ル
の
施

策
と
し
て
全
国
一
律
課
税
も
視
野
に
入
れ
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
問

題
な
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
流
れ
の
な
か
で
、
環
境
省
も
国

税
や
地
方
税
で
標
準
税
率
を
規
定
す
る
方
法
や
地
方
税
法
の
改
正

な
ど
で
、
全
国
一
律
に
産
廃
税
を
課
税
す
る
考
え
を
示
し
て
い
る
。

地
方
分
権
一
括
法
施
行
が
き
っ
か
け

主
流
は
産
廃
問
題
の
解
決
ね
ら
う
産
廃
税
型

広
域
の
連
携
が
効
果
的
実
施
の
決
め
手
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本誌をお読みになってのご意見、ご感想をお寄せください。また、環境問題に関するご意見もお待ちしています。
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●
３
月
４
日
に
三
井
住
友
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ

ル
グ
ル
ー
プ
と
し
て
、
初
め
て
の
環
境
セ

ミ
ナ
ー
を
開
催
す
る
。
テ
ー
マ
は
温
暖
化

政
策
や
土
壌
汚
染
問
題
な
ど
時
事
の
話
題

を
中
心
に
東
京
・
大
阪
で
開
催
す
る
が
、

七
百
名
近
く
の
お
申
込
み
を
い
た
だ
い

た
。
本
誌
も
５
月
よ
り
発
行
を
三
井
住
友

フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ
へ
変
更
す
る

予
定
。
当
グ
ル
ー
プ
の
環
境
活
動
へ
の
ご

意
見
等
、
今
後
も
宜
し
く
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

（
服
）

●
１
月
末
タ
イ
で
開
催
さ
れ
た
ア
ジ
ア
太

平
洋
ク
リ
ー
ナ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
会
議
に

出
席
し
て
、
経
済
成
長
と
環
境
保
全
を
両

立
さ
せ
よ
う
と
取
り
組
む
途
上
国
の
人
々

に
心
を
動
か
さ
れ
た
。
日
本
の
経
験
や
技

術
を
学
び
た
い
と
い
う
声
も
多
い
。
た
だ

残
念
な
が
ら
三
百
人
の
出
席
者
の
う
ち
日

本
か
ら
は
４
人
の
み
。
国
内
の
環
境
問
題

へ
の
関
心
が
、
こ
れ
か
ら
は
ア
ジ
ア
に
広

が
っ
て
い
く
必
要
性
を
痛
感
す
る
。
（
英
）

●
環
境
問
題
に
は
〝T

rial
&
E
rror

〞
が

馴
染
ま
な
い
と
言
う
。
バ
ル
デ
ィ
ー
ズ
の

原
則
を
ひ
く
ま
で
も
な
く
、
一
度
起
こ
っ

て
し
ま
っ
た
こ
と
は
取
り
返
し
が
つ
か
な

い
の
だ
、
と
。
本
心
で
あ
る
か
否
か
は
推

し
量
る
術
も
な
い
が
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
搭
乗

者
の
ご
遺
族
が
「
宇
宙
探
査
は
続
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
声
明
を
出
し
た
と

い
う
。
同
列
に
論
じ
る
こ
と
は
出
来
な
い

が
、
試
行
錯
誤
と
い
う
こ
と
や
、
失
敗
か

ら
学
ぶ
こ
と
の
難
し
さ
な
ど
、
考
え
さ
せ

ら
れ
る
こ
と
は
多
い
。

（
堀
）

編

集

後

記
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